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2011年6月17日 、政府 ・与党社会保 障改革検討 本部 ・第4回 成案決定 会合 に

「社会 保障 ・税一体改革成案(案)」 が提 出され た。 この政府案 は、社会 保障の

強化 にむ け、医療、介護 に相当 の資源(費 用、 マ ンパ ワー)を 投入す る方 向性

を打 ち 出してお り、 この ことは評価で きる。

却

しか し、財源を確保するため、受診時定額負担や高齢者(70～74歳)の 患者

一部負担割合の引き上げなど、さらなる患者 の経済的負担を求めている ことは

問題である。 日本の患者一部負担割合は先進諸国と比べて高く、すでに公的医

療保険制度 と呼べる水準ではない。財源は、患者(利 用者)負 担に求めるので

はな く、保険料や税財源に求めるべきである。

2006年6月 の健康保険法等の一部を改正する法律案決議1にも 「平成14年 の

健康保険法等の一部 を改正する法律附則第2条 第1項 に明記された、『医療保険

各法に規定す る被保険者及び被扶養者の医療 に係る給付の割合については、将

来にわた り百分の七十を維持するものとする。』 ことを始めとして、安易に公的

医療保険の範囲の縮小を行わず、現行の公的医療保険の範囲の堅持に努めるこ

1健 康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一

部を改正する法律案に対する附帯決議,2006年6月13日,参 議院厚生労働委員会
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と」 と記 さ れ て い る。

また、政府 案 はさ らな る急性期 医療 の強化 を通 じた平均在 院 日数 の短縮化 な ど

を打 ち出 して いる。 しか し、患 者負担お よび医療 の安心 ・安 全面 か ら、平均在

院 日数 の短縮化 は もはや 限界 で ある。

日本 医師会 ・日本歯科 医師会 ・日本薬剤 師会 は、国民が さまざまな格 差 に苦 し

む ことな く必要な 医療 ・介護 を受 けることがで きる社会 を持続 させ るため、以

下 の要望 を行 な う。
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政府 「社会保障 ・税一体改革成案(案)」 についての見解 と

社会保障改革にむけての要望

1.医 療 ・介護 につ いては、地域(特 に地 方)や 個 々の家族の事情 を踏 まえて

多 様なあ り方 を認 め、そ のため に、全体 的かつ幅広 く資源 を投入す る こと。

(1)政 府案が地域の実情に応 じて幅広い医療を担 う機能 を有する 「地域一般

病床」を提案 していることを評価する。

(2)政 府 案 の 「医療 ・介護 の提 供体制 の将来像 の例 」は、地域単位(都 道府

県 レベ ル、市 町村 レベル、小 ・中学校 区 レベル)な どを切 り口に、それぞ

れ に機 能 を持 たせている。 しか し、地域(特 に地方)の 実情や 、家族 のさ

まざまな あ り方 を考慮 し、地方 によ っては幅 をもった地域 を設 定 し、患者 ・

利用者 が、か か りつけ医、かか りつ け歯科 医、かか りつけ薬 局 ・薬剤 師な

どに相 談 しつ つ、身近で多様 な選択 をで きる提供体 制を整備 する こ とが求

め られる。

(3)政 府 案 で は急 性期 医療 と在 宅 医療 を重 視 して いるが 、 「切 れ 目のな い医

療 ・介護」とい う視点 を持つべ きであ り、全体 的な機能強化が必要で ある。

(4)医 療 や介 護の質 の低下 をまね きかねな い業務 分担 を前提 に して いる こと

は問題 である。

・政府案 の 「役割 分担 」は、タス クシフテ ィ ング(医 行為の一部 を他 の職種

へ委譲す る こと)を 狙 った もので はないか と推察 されるが、 タスク シフテ

ィングは緊急 事態 にお ける場所 と時間 を限定 した特例 として のみ 適用 され

るべ きで ある。そ うで なけれ ば、医療の質が低下 し、国民 の健康 が損なわ
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れ るおそ れが ある。

・安心 で安全 な医療 を行な うため には、医療関係職種 の協働 によるチーム医

療が重要 である ことには異論 はない。 ただ し、現行 の仕組み 、た とえば現

在 の保健 師助産 師看 護師法(以 下、保助看法)の 下で も、業務分担 の拡大

に一定 の対応 をす る ことは可能で ある。業務 内容 の向上、知識集約 的な業

務 を含 まない技 術 に限 った分担 を検 討 し、チ ーム医療 を強化 して い くべ き

で あ り、他職種へ の権 限委譲 あ りきで あって はな らな い。

2.日 本 は、先進諸 国 に比べ平 均在 隣 日数が長 く、受診 回数が多 い と指摘 され

て いる。 しか し、国 民医療費が低 く抑 え られて いる中、 日本 国民の健康度が

きわ めて高 い ことも事実で ある。今後 は国民 医療費 を引き上げ、 これ までの

日本 の医療 のあ り方 を尊 重 しつつ、強化す る こと。

(1)こ れ 以上 の平均在 院 日数 の短縮化 を進め るべ きで はな い。DPC病 院では

診療報 酬 上のイ ンセ ンテ ィブが得 られ るため平 均在 院 日数 を大 幅 に短縮化

して いるが、退 院患者 の治癒 ・軽快 の割合 が低 下 し、再入 院率が高 まってい

るとい うデ ータ もある2。OECDも 「短す ぎ る在院 日数 は、患者 の健康 の結

果 に悪影響 があ った り、心地 よさ と回復 を低減 させ た りす る可能性 もある。

もし在 院 日数 の減 少が再 入院率 を上げる ことにつながれば、1疾 患 当た りの

費用 はほとん ど下 が らず 、上が りさえす るか も しれな い」と指摘 している3。
へ

2中 医協 ・診療報酬調査専門組織DPC評 価分科会 「平成21年 度 『DPC導 入の影響評価に関する調査結果

および評価』最終報告概要」によれば、退院患者のうち 「治癒+軽 快」患者の割合は、年々低下する傾向

にある。また、同一疾患での6週 間以内の再入院患者の割合は、年々上昇する傾向にある。
3「 図表で見る世界の保健医療OECDイ ンディケータ(2009年 版)」OECD編 著

,鎌 ヶ江葉子訳
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(2)政 府案では、市販薬の価格水準 と比較 して医薬品の給付のあ り方を見直

す方針が示されているが、適切な薬物治療を受ける機会を失うことにな りか

ねない。

3。 財源 は、保 険料 の見 直 し、 さまざまな税 制改革等 によって確 保す る こと。

あ らたな患者 負担は求めない こと。また、消費税 率 を見直す場合 には、あ ら

か じめ控 除対 象外消費税 を解決 する こと。

(1)受 診時定 額負 担の導入 に反対 する

高額 療養費 のあ り方 を見直 し、高額な医療 にかか った方 の患者負 担 を軽減

す る ことには賛成 である。 しか し、医療 とい うリスク に備 える財源 は、公的

保険 で ある以上、患者で はな く、幅広 く公 費および保険料 に求めるべきで あ

る。

「受診 時定額負担」 は、毎 回一定 額 を支払 うことにな り、受診 回数 の多 い

高齢者 には大 きな負担 になる。そ の結果 、高齢 者や 低所得者 の方 が受診 を差

し控 え ざる を得な くな り、健康が損なわれ る ことが懸念 され る。

(2)70～74歳2割 負担お よび 医薬 品の患者負担 の見直 しに反対す る

日本の患者一部 負担割 合 は、公的医療保険 がある先進諸 国 と比べて高 い。

これ 以上患者負担 が増加す れ ば、受診 を控 え重篤化 す るケースが生 じかね な

い。 政府案 は社会保 障改革 の基本 的考 え方 として、格差拡大の 回避 を掲 げて

いる に もかか わ らず、患 者負担 の引 き上 げを示 して いる。患者負担 の引き上

げは、所得 によ って受 け られ る医療 ・医薬 品に格差 を生 じるこ とにつ ながる

もので あ り、受 け入れ難 い。
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(3)保 険料 について、次の見直 しを行なうことを提言する。

① 被用者保険の保険料率を公平化すること。

② 国民健康保険の賦課限度額、被用者保険の標準報酬月額の上限を引き上げ、

高所得者 に応分の負担を求めること。

③ 低所得者や高齢者の負担軽減に配慮すること。

④ 保険料の見直 しを通じて確保 した財源によって、保険者間の財政調整を行

なうこと。特 に財政基盤の弱い保険者 を支援すること。

イ
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